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仕 様 書 

 

１ 件    名  令和７年度秋田公共職業安定所外１０施設で使用する 

電気の供給（高圧）（単価契約） 

 

２ 需 要 場 所  別紙１「需要場所一覧表」のとおり 

 

３ 業種及び用途  官公署（事務所） 

 

４ 仕    様 

   供給先各官署に対する供給電力量のうち、「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件

を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は、「国等におけ

る温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」による該当年

度の「基本方針」で定める再生可能エネルギー電力比率とすること。また、その環

境価値について、秋田労働局に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しない

こと。 

  ＊参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件  

https://www.there100.org/sites/re100/files/2023-02/RE100%20technical%20cr

iteria%20%2B%20appendices%20%28Japanese%29.pdf 

 

（１）電力供給の条件 

① 供給電気方式      交流３相３線式 

② 供給電圧（標準電圧）  ６,０００ボルト 

③ 計量電圧（標準電圧）  ６,０００ボルト 

④ 標準周波数       ５０ヘルツ 

⑤ 受電方式        １回線受電方式 

⑥ 電力設備の総容量    別紙１「需要場所一覧表」のとおり 

 

（２）月別予定使用電力量、月別予定最大需要電力、月別力率実績、契約電力 

別紙１「需要場所一覧表」のとおり 

 ※ 月別予定使用電力量はあくまでも予定であり、増減がある場合も了承すること。
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（月別予定使用電力量は４月から９月については令和６年度の同月の使用実績を、

１０月から３月については令和５年度の同月の使用実績を用いている） 

 ※ 各月の契約電力は、当月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いず

れか大きい値とする。 

 

（３）供給期間 

  令和７年４月１日０時から令和８年３月３１日２４時まで 

 

（４）電力量等の検針（令和６年１０月１日現在） 

① 自動検針装置：有 

② 電力会社の検針方法：自動検針 

※ 検針に必要な機器（計器等）は、供給者側で準備すること。（機器交換工事作

業を含む。） 

 

（５）需給地点、保安責任分界点、財産分界点 

  別紙１「需要場所一覧表」のとおり 

 

（６）単位及び端数処理 

① 契約電力及び最大需要電力の単位は１キロワットとし、その端数は小数点以

下第１位で四捨五入すること。 

② 使用電力量の単位は１キロワット時とし、その端数は小数点以下第１位で四

捨五入すること。 

③ 力率の単位は１パーセントとし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入す

ること。 

④ 料金その他の計算における合計金額の単位は１円とし、その端数は切り捨て

ること。 

⑤ 消費税額及び地方消費税額の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り

捨てること。 

 

（７）入札書の金額 

  入札金額は、参加する業者において設定する契約電力及び使用電力量に対す

る単価を根拠として、別紙１需要場所一覧表に示す契約電力及び使用予定電力
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量の対価の総額とする。 

   （基本料金は予定力率１００％による割引を考慮すること。） 

 

（８）その他 

① 契約期間中における力率は、１００％に保持する予定。 

② フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有してい

ない。 

③ 停電にかかる割引については、東北地区の一般送配電事業者が定める特定規

模需要に対して定める標準供給条件によるものとする。 

④ 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引または割増、電力量料

金の燃費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法に基づく賦課金については、東北管内の一般送配電事業者が特定規模

需要に対して定める標準供給条件によるものとする。 

  ただし、力率割引及び燃料費調整等の方法について、契約事業者がより経済

的な方法を採用している場合には、その適用を妨げるものではない。 

  なお、入札価格の算定にあたっては、力率は１００％とし、燃料費調整、電

気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦

課金は考慮しないこと。 

⑤再生可能エネルギー電気の確認資料 

  供給事業者は、契約年度における電力供給の終了後翌月１０日までに、供給

元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確

認できる資料として、別紙３を秋田労働局に送付すること。また、再生可能エ

ネルギー電気の供給に用いた証書の写しを別紙３提出後、協議により定めた期

間内に提出すること。なお、提出された証書の写しに記載されている情報が上

記４の仕様を満たしていない場合、供給事業者は上記４の仕様を満たす証書を

追加で購入し、その証書の写しを秋田労働局に提出する等により補修すること。 

⑥ この一般競争入札に参加を希望する者は、入札書の提出時までに支出負担行

為担当官が指定する暴力団員等に該当しない旨の誓約書を提出しなければなら

ない。 

⑦ その他仕様書に定めのない事項については、秋田労働局の職員の指示に従う

ものとする。 
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５ 競争参加資格 

（１） 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年

者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者

は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３） 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（４） 令和４・５・６年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、｢物

品の販売｣で「Ａ」「Ｂ」又は「Ｃ」等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格

を有する者であること。 

（５） 社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、

船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）の制度が適用

される者にあっては、これに加入し、該当する制度の直近２年間（労働者災害補

償保険及び雇用保険は２保険年度）の保険料の滞納がないこと。 

（６） 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者で

あること。 

（７） 経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

（８） 電気事業法第２条の２の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている者で

あること。 

（９） 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギーの導

入、需要家に対する省エネルギーに係る情報提供、簡易的なディマンド・リスポ

ンスの取組、地域における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向け

た取組に関し、「秋田労働局が定める電力供給事業者に対するＣＯ２排出量に関

する基準」（別紙２）を満たす者であること。 

（10） その他予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、過去１年以内に厚生労働

省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと、また、事業の

実施に当たって各種法令を遵守していること。 

 

６ 担当部署及び担当者 

  秋田市山王七丁目１番３号 

  秋田労働局総務部総務課 会計第一係 久松 

  ＴＥＬ ０１８－８６２－６６８１ 

 



需要場所一覧表

別紙１

№ 需要施設 需要場所
需要設備
(kVA)

需給地点 財産分界点
保 安 責 任
分 界 点

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

最大

34 29 31 35 37 35 27 47 60 65 60 53 65

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

合計

8,212 7,846 7,893 8,839 9,185 8,351 8,063 9,439 12,979 13,456 12,102 12,249 118,614

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

最大

16 11 9 11 12 11 9 24 35 28 30 29 35

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

合計

2,634 2,149 1,944 2,373 2,767 2,312 1,946 2,618 4,189 3,927 3,682 3,826 34,367

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

最大

12 12 28 28 29 27 12 12 12 13 13 12 29

100 100 99 97 96 98 100 100 100 100 100 100

合計

2,517 2,162 2,541 4,568 5,782 3,512 2,120 2,765 3,117 3,061 2,885 3,076 38,106

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

最大

18 14 27 34 40 33 16 21 23 24 23 22 40

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

合計

3,028 2,716 3,677 6,195 7,171 5,117 2,845 3,718 4,476 4,606 4,300 4,373 52,222

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

最大

19 8 24 26 27 26 20 21 23 23 23 23 27

98 100 98 92 91 94 100 97 96 96 96 96

合計

2,990 2,150 2,449 4,826 5,373 3,800 2,264 3,813 4,697 4,574 4,404 4,563 45,903

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

最大

11 8 20 28 31 27 8 12 13 14 14 14 31

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

合計

2,645 2,543 3,085 4,041 5,184 3,939 2,420 2,839 3,449 3,564 3,167 3,444 40,320

需要場所に
おける構内
引込柱に施
設した区分
開閉器の電
源側接続点

需給地点の
電源側接続
点に同じ

需給地
点に同
じ

需要場所に
おける構内
引込柱に施
設した区分
開閉器の電
源側接続点

需給地点の
電源側接続
点に同じ

需給地
点に同
じ

需要場所に
おける構内
引込柱に施
設した区分
開閉器の電
源側接続点

需給地点の
電源側接続
点に同じ

需給地
点に同
じ

需要場所に
おける構内
引込柱に施
設した区分
開閉器の電
源側接続点

需給地点の
電源側接続
点に同じ

需給地
点に同
じ

需要場所に
おける構内
引込柱に施
設した区分
開閉器の電
源側接続点

需給地点の
電源側接続
点に同じ

需給地
点に同
じ

需要場所に
おける構内
引込柱に施
設した区分
開閉器の電
源側接続点

需給地点の
電源側接続
点に同じ

需給地
点に同
じ

5

6

1

2

3

4
大館市清水一丁
目５－２０

能代市緑町５－
２９

男鹿市船川港船
川字新浜町１－
３

秋田市茨島一丁
目１２－１６

大仙市大曲住吉
町３３－３

北秋田市鷹巣字
東中岱２６－１

大館公共職業安定
所鷹巣出張所

大曲公共職業安定
所

秋田公共職業安定
所

秋田公共職業安定
所男鹿出張所

能代公共職業安定
所

大館公共職業安定
所

月別予定最大需要電力（kW）

月別力率実績（％）

月別予定使用電力量（kWh）

月別予定使用電力量（kWh）

月別予定最大需要電力（kW）

月別力率実績（％）

予定使用電力量等

月別予定最大需要電力（kW）

月別力率実績（％）

月別予定使用電力量（kWh）

月別予定最大需要電力（kW）

月別力率実績（％）

月別予定使用電力量（kWh）

月別予定最大需要電力（kW）

月別力率実績（％）

月別予定使用電力量（kWh）

月別予定最大需要電力（kW）

月別力率実績（％）

月別予定使用電力量（kWh）

80

95

150

100

80

100
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需要場所一覧表

別紙１

№ 需要施設 需要場所
需要設備
(kVA)

需給地点 財産分界点
保 安 責 任
分 界 点

予定使用電力量等

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

最大

14 12 10 13 15 12 15 23 23 22 23 21 23

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

合計

2,426 1,988 1,924 2,286 2,743 2,084 1,935 2,904 3,603 3,758 3,666 3,779 33,096

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

最大

19 19 26 26 27 27 17 22 22 21 21 21 27

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

合計

3,485 3,238 3,366 4,429 5,798 4,556 3,251 3,684 4,499 4,900 4,675 4,749 50,630

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

最大

13 10 19 22 25 25 12 26 35 26 25 27 35

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

合計

3,109 2,893 3,043 3,902 4,766 3,581 2,746 3,657 4,867 4,886 4,588 4,667 46,705

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

最大

14 8 16 18 18 17 13 16 17 17 17 17 18

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

合計

2,796 2,529 2,528 4,079 4,683 3,708 2,630 3,443 4,820 5,244 4,696 5,034 46,190

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

最大

16 13 19 20 20 18 12 17 20 21 21 20 21

99 98 98 99 99 98 98 99 99 99 99 99

合計

2,644 2,357 2,721 4,001 4,426 3,183 2,343 3,101 4,127 4,392 4,006 4,089 41,390

最大需要電力量計 351 kW

予定使用電力量計 547,543 kWh

需要場所に
おける構内
引込柱に施
設した区分
開閉器の電
源側接続点

需給地点の
電源側接続
点に同じ

需給地
点に同
じ

需要場所に
おける構内
引込柱に施
設した区分
開閉器の電
源側接続点

需給地点の
電源側接続
点に同じ

需給地
点に同
じ

需要場所に
おける構内
引込柱に施
設した区分
開閉器の電
源側接続点

需給地点の
電源側接続
点に同じ

需給地
点に同
じ

需要場所に
おける構内
引込柱に施
設した区分
開閉器の電
源側接続点

需給地点の
電源側接続
点に同じ

需給地
点に同
じ

需要場所に
おける構内
引込柱に施
設した区分
開閉器の電
源側接続点

需給地点の
電源側接続
点に同じ

需給地
点に同
じ

9

10

横手公共職業安定
所

湯沢公共職業安定
所

月別力率実績（％）

月別予定使用電力量（kWh）

11

7

8
由利本荘市石脇
字田尻野１８－
１

仙北市角館町小
館３２－３

鹿角公共職業安定
所

鹿角市花輪字荒
田８２－４

湯沢市清水町四
丁目４－３

横手市旭川一丁
目２－２６

大曲公共職業安定
所角館出張所

本荘公共職業安定
所

月別予定最大需要電力（kW）

月別力率実績（％）

月別予定使用電力量（kWh）

月別予定最大需要電力（kW）

月別力率実績（％）

月別予定最大需要電力（kW）

月別力率実績（％）

月別予定使用電力量（kWh）

80

70

168

月別予定最大需要電力（kW）

月別力率実績（％）

月別予定使用電力量（kWh）

月別予定最大需要電力（kW）

115

105

月別予定使用電力量（kWh）
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別紙２ 

 

秋田労働局が定める電力供給事業者に対するＣＯ２排出量に関する基準 

 

１ 秋田労働局が定める電力供給事業者に対するＣＯ２排出量に関する基準は、地球温暖化防止

の観点より、当局における電気の需給契約に係る入札参加資格を定め、基準を次のとおりとす

る。 

  ［基準］ 

   電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示（※）しており、かつ、 

① 令和４年度の１kWh当たりの二酸化炭素排出係数 

② 令和４年度の未利用エネルギーの活用状況 

③ 令和４年度の再生可能エネルギー導入状況 

④ 省エネに係る情報提供、簡易的ＤＲの取組、地域における再エネの創出・利用の取組 

   上記４項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が基準（７０点）以上（裾切り方式） 

であること。 

項 目 基 準 点数 

① 令和４年度１kWh 当たりの二酸化炭素排出係

数（調整後排出係数） 

 

（単位：㎏－CO2/kWh） 

0.000以上 0.375未満 ７０ 

0.375以上 0.400未満 ６５ 

0.400以上 0.425未満 ６０ 

0.425以上 0.450未満 ５５ 

0.450以上 0.475未満 ５０ 

0.475以上 0.500未満 ４５ 

0.500以上 0.525未満 ４０ 

0.525以上 0.550未満 ３５ 

0.550以上 0.575未満 ３０ 

0.575以上 0.600未満 ２５ 

0.600以上 ０ 

②令和４年度の未利用エネルギー活用状況 0.675％以上 １０ 

0％超 0.675％未満  ５ 

活用していない  ０ 

③令和４年度の再生可能エネルギー導入状況 10.00%以上 ２０ 

5.00%以上 10.00%未満 １５ 

2.50%以上 5.00%未満 １０ 

0%超 2.50%未満  ５ 

活用していない  ０ 

④・省エネに係る情報提供、簡易的ＤＲの取組 

・地域における再エネの創出・利用の取組 

取り組んでいる  ５ 

取り組んでいない  ０ 

（注）各用語の定義は、以下に記載する「各用語の定義」を参照。 

※ 開示に関して、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」（最新版を参照）に示された電

源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電
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力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日

から１年間に限って開示予定時期（事業開始日から１年以内に限る。）を明示することにより、

適切に開示したものとみなす。 

 

２ 契約期間内における努力等 

（１）契約事業者は、契約期間の１年間についても、1 の表による評点の合計が基準（７０点）以上とな

るように電力を供給するよう努めるものとする。 

（２）１の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を

求めることがある。 

 

「各用語の定義」 

① 令和４年度１kWh当たりの二酸化炭素排出係数 

［定義］ 

「令和４年度１kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。 

 令和４年度の事業者全体の調整後排出係数（地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、「温対法」

という。）に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの） 

１． 新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、温対法に基づき環境大臣及び経済産業 

大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出

係数を用いることができる。 

２． 温対法に基づき令和４年度のメニュー別排出係数が公表されてから事業者全体の排出係数が公

表されるまでの間は、小売電気 事業者が温対法に基づき算定した令和４年度の事業者全体の調 

整後排出係数を用いることができる。 

     

② 令和４年度の未利用エネルギー活用状況 

［定義］ 

未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和４年度における未利用エネルギーの活用比率を使用す

る。算出方法は、以下のとおり。 

 

令和４年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）（kWh）を令和４年度の供給電力量（需要端）（kWh）で除し

た数値 

（算定方式） 

                      令和４年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端） 

令和４年度の未利用エネルギーの活用状況（％）＝                              ×１００ 

                               令和４年度の供給電力量（需要端） 

１．未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないもの

と混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 

     a. 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の

熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 

     b. 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当し

ない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃

料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギー
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による発電分とする。 

２．未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電力購入に係る活用分を含

む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含ま

ない。）をいう。 

     a. 工場等の廃熱又は排圧 

     b. 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法（平成２３年法律第１０８号）」（以下「ＦＩＴ法」という。）第二条第３項において定

める再生可能エネルギーに該当するものを除く。） 

     c. 高炉ガス又は副生ガス 

３．令和４年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 

４．令和４年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 

 

③ 令和４年度の再生可能エネルギーの導入状況 

［定義］ 

    再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの 

    （算定方式） 

                               令和４年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端) 

     令和４年度の再生可能エネルギーの導入状況（％）＝                             ×１００ 

                                   令和４年度の供給電力量（需要端） 

 

１．令和４年度の再生可能エネルギー電気の利用量（送電端）（kWh）は、次の aから eの合計値とす 

る。ただし、aから eは令和４年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。  

 

a. 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エ

ネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非 FIT非化石証書

の量（送電端（kWh）） 

b. グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証 

されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書（電力）の量（kWh）  

c. J－クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量（kWh）  

d. 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石 

証書の量（kWh） 

e. 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング

付非 FIT非化石証書の量（kWh） 

 

２．再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再エネ特措法施行

規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備（太陽光、 

風力、水力（30,000kW 未満。ただし、揚水発電は含まない。）、 地熱及びバイオマス）による電気

を対象とする。 

 

④ 省エネに係る情報提供、簡易的ＤＲの取組、地域における再エネの創出・利用の取組 

   [定義] 
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   需要家の省エネルギーの促進、電力逼迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可

能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。 

具体的な評価内容として、 

・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること 

・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措

置を実施すること  

・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること 

・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること 

  

   なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果

的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報

提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。 



別紙３

令和〇年〇月〇日

●●●

〇〇　〇〇　様 〇〇県〇〇市〇〇

株式会社〇〇〇〇

代表取締役　〇〇　〇〇

　以下の通り●●●に電力を供給したことをここに証する。

　また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。

１　お客様情報

　お客様番号　　　〇〇〇〇

　需要施設名　　　〇〇〇〇

　需要施設住所　　秋田県〇〇市〇〇

　契約電力　　　　〇〇〇ｋＷ

２　供給期間

　令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日

３　再生可能エネルギー由来電力量の情報（環境価値の属性情報は別紙のとおり）

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月
３月

（見込み）

累計

（見込み）

再エネ由来電力量

(kWh)【Ａ】

供給電力量

(kWh)【Ｂ】

再エネ比率

(％)【Ｃ】

担当者等連絡先

部署名：

責任者名：

担当者名：

ＴＥＬ：

Ｅメール：

特定電源割当証明書



別紙３－別添

環境価値の属性情報（見込みを含む）

環境価値の付与に

使用した証書の種類
供給元発電所名 住所 発電設備

環境価値移転量

（ｋＷｈ）
発電期間 認証番号

ＦＩＴ非化石証書（再エネ指定） 〇〇発電所 〇〇県〇〇市〇〇 太陽光 〇〇 〇年〇月〇日～〇年〇月〇日 〇〇

非ＦＩＴ非化石証書（再エネ指定） 〇〇発電所 〇〇県〇〇市〇〇 風力 〇〇 〇年〇月〇日～〇年〇月〇日 〇〇

合計（ｋＷｈ）


